
【ご注意】確定申告をする方や６団体（自治体）以上に

　ワンストップ特例を申請する方等は、特例が適用されません。

※ワンストップ特例を申請した後で、市外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合には、

　寄附した翌年の１月10日までに寄附した団体（自治体）に届け出れば特例が適用されます。

◆マイナンバー（個人番号）の提供のお願い
番号法の施行（マイナンバー導入）に伴い、[個人番号確認の書類]と[本人確認の書類]のコピーを「寄附金

税額控除に係る申告特例申請書」と一緒に郵送することが必須になりました。

◆寄附金税額控除に係る申告特例申請書（ワンストップ申請書）送付先について
※ワンストップ特例制度の申請を希望される方は同封の申請書に必要事項をご記入の上、寄附先自治体の

ふるさと納税取り扱い窓口へ郵送により提出をお願いいたします。（押印必須）

※提出期日：翌年1月10日（必着）にてご返送ください。

＜ワンストップ特例を申請する皆様へ＞

[個人番号カード]
を持っている人

[通知カード]
を持っている人

[個人番号カード]･[通知カード]
のどちらも無い人

添付する書類

～ ワンストップ特例を申請しても適用されない場合 ～　
　・ 医療費控除の申告などのため、確定申告をした又は住民税の申告をした

　・ ６団体（自治体）以上にワンストップ特例を申請した

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等が寄附
をした際に、寄附先団体（自治体）に対してワンストップ特例の申請を行うことにより、寄附
先が５団体（自治体）以内であれば、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みで
す。
　この制度を利用するには、ワンストップ特例の申請書を寄附した団体（自治体）に提出して
いただく必要がありますので、申請書と必要添付書類のご提出をお願いいたします。

　・ 寄附した翌年の１月１日の住所地が申請書に記載された市町村でなくな

　　ったにもかかわらず、変更の届出がされていない。

　・特別永住者証明書 　・特別永住者証明書
※写真が表示され、氏名及び生年月日
　または住所が確認できるように
　コピーする。

※写真が表示され、氏名及び生年月日
　または住所が確認できるように
　コピーする。

本人確認
の書類

個人番号カードの
[表面]のコピー

下記いずれかの身分証のコピー 下記いずれかの身分証のコピー

　・運転免許証 　・運転免許証

　・運転経歴証明書 　・運転経歴証明書

　・旅券（パスポート） 　・旅券（パスポート）

　・身体障害者手帳 　・身体障害者手帳

ワンストップ特例が適用されなくなった方が、
ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには・・・・

確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。

　・在留カード 　・在留カード

　・精神障害者保健福祉手帳 　・精神障害者保健福祉手帳

　・療育手帳 　・療育手帳

個人番号確認
の書類

個人番号カードの
[裏面]のコピー

通知カードのコピー
個人番号が記載された

住民票のコピー



【注意事項】

　「Ｅ」「Ｆ」のチェックに該当しない方は、ワンストップ特例制度の用件を満たしませんので、この特例申請書は提出せず、必
ず確定申告または住民税申告でふるさと納税寄附金の申告を行ってください。

※ご提出期限：翌年1月10日（必着）

※確定申告が必要な自営業者
の方や、確定申告が不要な給与
所得者や年金所得者の方でも、
医療費控除等で申告を行う方な
どは対象となりません。

寄附金控除に係る申告特例申請書の記入例
（ふるさと納税ワンストップ特例制度用）

Ｃ．個人番号（マイナン

バー）を記入してください。 

Ｂ．捺印してください。 

Ａ．提出日を記入し、太枠内の

項目を全て記入してください。 

Ｄ．寄附をした年月日と金額を記入してください。 
※同じ自治体に複数回寄附をした場合、その都度 

 申請書を提出する必要があります。 

Ｅ．確定申告（または住民税

申告）をしない方はチェックで

きます。 

Ｆ．寄附先の団体が1年間（1

月1日～12月31日）で５団体

以内であればチェックできま

す。 
（寄附回数ではなく寄附先の数） 

Ｇ．住所・氏名を記入してく

ださい。 

寄附した年を 

記入してください。 

寄附した年を 

記入してください。 

★Ｅ・Ｆどちらも該当する

場合のみ、ワンストップ特

例の申請が可能です。 
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